
■■■学生証（身分証明書・図書利用カ ー ド ）

学生証は、みなさ んが本学の学生であることを証明する身分証明書です。教職員から呈示を求め

られたらいつでも呈示できるよう、常に携帯してください。（学生規程第３条）

１ ． 学生証番号（学籍番号）の 見方

学生証番号は学籍番号と兼ねており、次のとおり（例）に表され、卒業時まで変わりま せん。 

それぞれ次のような意味があります。

（例）

２ Ｆ ０ ０ １

↓ ↓ ↓

入学年度 学科 個人番号

専攻科

アルファベットと学科・専攻科の対応

食物栄養学科 Ｆ － Food and Nutrition

幼児教育学科 Ｃ － Early Childhood Education and Care

経営情報学科 Ｍ － Managem ent and Inform ation

健康福祉学科 Ｗ － Social Care and Welfare

専攻科食物栄養専攻 Ａ － Advanced Course of Food and Nutrition

２ ． 学生証に関する注意

学生証は、他人に譲渡ま たは貸与し てはいけま せん。

学生証を汚損したり紛失や盗難にあった場合は、ただちに学生支援課に届け出て再発行の 

手続きをしてくださ い。

学生証は、卒業・退学等で学籍を離れたときは、すみやかに学生支援課に返却してく ださ い。

２ 

tomita
ノート注釈
tomita : Unmarked
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担任とクラス委員

１ ． 担任

本学には、学級担任制が設けられています。担任は学生生活全般の相談・助言にあたっています。

２ ． クラス委員

各クラスに委員２名をおいていま す。クラス員の互選で選出され、担任及び各部事務室との連絡や

クラスのとりまとめにあたっていま す。委員は学期（前期・後期）ごとに選出します。

３ ． その他の委員（ク ラ ス 役員）

クラス委員の他に、クラス委員を補佐し、学生会との連絡や学生会活動の実務にあたる以下の委員が

いま す。

ク ラ ス 役員 役 割
対応する 委員会

ま た は学生会組織

総 務 委 員

学生生活の問題提起・学生会との連絡・大学祭の運営・ 

ボランティア活動の啓蒙推進

学生会長選挙の管理運営

総 務 委 員 会

選 挙 管 理 委 員 会

機 関 誌 委 員 学生会機関誌「彩」の 編集 学生会書記・ 渉外

大 学 祭 実 行 委 員 大学祭の企画・運営（模擬店等の 企画） 大学祭実行委員会

ア ル バ ム 委 員

（ 2 年 生 の み ）
卒業アルバム編集 学生会書記・ 渉外

伝達・連絡

学生のみなさ んへの伝達・連絡は、印刷物によ るもの以外は、すべて掲示によ っ て行いま す。

（学生規程第20条）

１ ． 掲示

毎日の登下校時には必ず掲示板を見てください。一度掲示された事項は、すべて学生に周知されたも 

のとして扱いま す。それら を見落としたために、何ら かの不利益が生じても 、学生自身の責任になる の

で十分注意し てく ださ い。

掲示場所

・ 掲示板（学生部・教務部・図書館）…………Ｇ 館ロ ビー

・ 学生会掲示板………………………………Ｇ 館学生ホール

・ 各学科掲示板………………………………学科所定場所

２ ． 学内放送・メ ー ル 配信

緊急の連絡事項がある場合は、学内放送ま たは学内メ ールの配信にて行いま す。

３ ． 電話に よ る 呼び出し

学外からの電話による呼び出し等には、緊急を要する 場合（死去、 危篤、 事故、 災害など）以外は、

一切応じません。
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通 学

１ ． 公共交通機関

登校・下校時には、本学と富山駅・小杉駅間に直通バス （富山地方鉄道）が運行さ れていま す。

運行時間に変更がある場合は、学生掲示板に掲示します。

２ ． 自家用車で の 通学

本学の学生駐車場を利用する ときは、駐車場利用許可証が必要です。

【駐車場利用許可証交付要件に つ い て 】

交付は、原則として２年生を優先します。ただし、１年生であっても次の条件を満たす者は学生

支援課に申し 出てください。

① 特別に車で通学しなければならない理由がある者。

② 専攻科食物栄養専攻・社会人及び学卒者等で入学した者。

【駐車場利用許可証交付申請に つ い て 】

〈申請条件〉

免許を取得してから４ヶ月以上経過し、任意の自動車保険に加入している者。

容台数に限りがありますので、許可されない場合がありま す。

③ 許可証の有効期間は、許可年度末ま での１年更新としま す。

【注意事項】

① 駐車する 際は必ず許可証をフロントガラス の外から見える場所に呈示してください。

② 本学駐車場での駐車中に、盗難あるいは事故などにより損害が生じても、大学は一切その責任は負

いま せん。

③ 万一事故を起こしたときは、直ちに学生支援課に連絡してください。

④ 路上駐車及びキャ ンパス内での無断・無許可駐車は、絶対にしないでください。

⑤ 無断駐車し た学生は「 学生駐車場利用許可願」を申請しても 、認可できない場合があります。

３ ． 自転車での通学

自転車通学を希望する学生は学生支援課主催の講習会を受講後、許可証（シール）を受け取り自転車

に貼付してください。許可証は年度毎に更新となりますので、希望者は年度始めに学生支援課にて登録

手続きをおこなってください。

自転車は鍵を掛けて、必ず短大指定駐輪場に置いてください。なお、駐輪場での盗難・破損に関して

は、短大は一切責任を負いま せん。二重ロ ッ ク など、各自で責任を持って施錠してください。

駐輪場に長期放置している自転車については、短大側で強制撤去しますのでご注意ください。

自転車で走行中に他人にケガをさせると、多額の賠償金を請求される ことがあります。こ のよ うな場合

に備えて、任意の学生総合保険への加入をお勧めします。

学割証発行

学割証（学生旅客運賃割引証）は、 ＪＲ 等を利用して、片道100km を超えて乗車する ときに利用でき

ます。（普通乗車運賃が２割引と なる ）

「学割証発行願（旅行届） 」に必要事項を 記入のうえ、使用日の３日前ま でに申込んでください。

〈申請条件〉
①  毎年１月に次年度の許可証交付受付の通知を掲示をしますので、「学生駐車場利用許可願」を定め

   られた期間内に学生支援課へ提出してください。

②  本学の実施する 「交通安全講習会」を受講した者に許可証を交付します。ただし、本学駐車場の収
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（学生証の呈示及び印鑑必要）

＜使用上の注意＞

・学割証の有効期限は、発行日よ り ３カ月間です。

通学定期券購入

あいの風とやま 鉄道と ＪＲの通学定期券を購入する ときは、通学証明書の呈示が必要です。通学証明

書は学生支援課で発行していますので、必要なときは学生支援課窓口で申し込んでください。  

また、富山地方鉄道のバスや鉄道の定期券を購入するときは、学生証を呈示することで購入できます。

ア ル バイ ト

アルバイ トをする ときは、本学の学生である と いう 自覚をも って行動し 、 学業の妨げになら ないよ

う にし てく ださ い。

アルバイ ト 求人票は、 学生掲示板に掲示し ま すので、 直接求人先へ申込んでくださ い。

＜アルバイ トをする うえでの注意＞

・ 危険をと も なうもの、健康を害するもの、深夜におよぶもの、風俗営業などは、禁止し ま す。

盗難・遺失物・拾得物

貴重品の管理は各自で行ってくださ い。万一盗難にあった場合は、現場をでき る だけそのま ま に 保

存し、速やかに学生支援課へ届け出てください。ま た、遺失物・拾得物は、学生支援課ま たは各学科事

務室へ届けてください。拾得物は３か月保管し、該当者がいない場合は処分します。持ち主の特定できる 

拾得物については、学生支援課ま たは各事務室よ り連絡いたしま すので、なるべく持ち物に氏名を書く 

よ うにしてください。

学内美化運動

学生会が中心となって、年に２～３回学内の美化運動を実施していま す。学生生活をよ り良く過ごす

ためにお互いマナーを守り節度ある生活を心がけま し ょ う 。

ト ミ タ ン ア ワ ー

ト ミ タ ンアワ ーと は、学生会活動、ク ラ ブ・サークル等の課外活動の活性化を促進する ために設定

した、学生と教職員が学科、学年を問わずに同時に活動できる コアタイムです。平成26年度からス タート

し 、火曜日の５限に設定していま す。

さ ま ざま な活動を通して、充実した学生生活を過ごすことを期待していま す。

オ フ ィ ス ア ワ ー

本学では、予約なしに教員に質問等ができ る 「オフィ ス アワ ー」 を平成25年度後期から 実施し て

いま す。（オフィ ス アワ ー以外の時間も教員の都合がよ ければ、随時対応していま す。）
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学生には、 掲示板で周知をし ていま す。

専任教員は個人ごとに授業のない時間等にオフィ ス アワ ーを設定しており、その時間であれば学生

は、予約なしに研究室を訪ねることが出来ま す。

非常勤講師には授業終了後に質問をる よ うに、学生に周知していま す。

大学の 危機管理に つ い て

「災害は忘れたこ ろにやってく る 」 と 言われま すが、 災害はある 日突然に私たちをおそってき ま

す。 近年、 頻繁に発生し ている 地震や火災によ る 建物崩壊、 台風時高潮によ る 家屋の浸水、 洪水、

崖崩れなどを引き 起こ し 、一瞬にし て多くの財産や生命を奪ってし ま いま す。

こ のよ う な災害に備えて、予防対策や起き たと き の対策を日頃から 考えておく こ と が大切です。

学内で発生する おそれのある 危機は、地震や風水害などの自然災害にとま りま せん。

火災・爆発・学内施設への不審者侵入による殺傷事件、重篤な感染症・集団食中毒などのよ うにき わめ 

て多岐に及んでいま す。普段から 危機の把握と発生防止、いざという時に対する事前準備に努め、危機

発生時は教職員の指示にし たがって迅速かつ的確に対応をし てく ださ い。

大学構内で 災害が発生し た 場合の 避難場所はグ ラ ウ ン ド で す

日頃から 心がける こ と

① 防火、 防災意識を持つ。

② 火気の元栓、 電源、 消化器､ 消火栓の位置を確認しておく 。

③ 避難路になる 廊下や階段に物品を置かないよ うにする 。

④ 周辺の建物、 危険物等の地理的環境を把握しておく 。

⑤ 避難路、 非常口、 避難場所の位置を確認しておく 。

⑥ 危険物、 可燃物を常に整理整頓して保管しておく 。

⑦ 路上など駐車禁止区域での駐車をし ない。

ハラ ス メ ン ト

（ １ ） ハラ ス メ ン ト 防止へ の 取り 組み

本学では、 異性間、 同性間の別なく 一人ひと り の個性を尊重し 、 信頼関係を築き つつ品位のある

健全な教育研究、 修学およ びその他の諸活動を行う こ と ができ る 環境づく り に取り 組んでいま す。

ハラ ス メ ント 防止については、「 ハラ ス メ ント 防止対策委員会」 が、 被害者の救済およ び問題解決

にあたる 体制を整えていま す。

（ ２ ） ハラ ス メ ン ト と は

ハラ ス メ ント は不利益や不快を与える 人権侵害の言動で、「 セク シャ ルハラ ス メ ント 」「 アカデ

ミ ッ ク ハラ ス メ ント 」「 パワ ーハラ ス メ ント 」 などがあり ま す。

・「 セク シャ ルハラ ス メ ント 」 と は、 相手方の意に反する 性的な言動によ り 、 相手方に不快感その

他の不利益を与え、 学習、 教育・ 研究又は就業環境を悪化さ せる こ と をいう 。

・「 アカデミ ッ ク ハラ ス メ ント 」 と は、 教育・ 研究の場における 地位又は権力を利用し て行う 不適

切な言動、 指導又は待遇によ り 、 相手方の学習・ 研究意欲を低下さ せ、 又は学習・ 研究環境を悪

化さ せる こ と をいう 。

・「 パワ ーハラ ス メ ント 」 と は、 職場における 地位又は権力を利用し て行う 不適切な言動、 指導又
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は待遇によ り 、 相手方の就労意欲を低下さ せ、 又は労働環境を悪化さ せる こ と をいう 。

・ ｢その他のハラ ス メ ント ｣ と は、 前各項以外の不適切な言動であって、 相手方に不快感その他の

不利益を与える も のをいう 。

（ ３ ） 相談窓口など

学生の皆さ んが、 ハラ ス メ ント があったと 感じ た場合は、 次のよ う な行動を取り ま し ょ う 。

①自分の意思を伝えま し ょ う 。

相手に対し て、 言葉と 態度ではっき り と 「 こ う いう こ と は不快である 」 こ と を伝えま し ょ う 。

②一人で悩ま ないで相談し ま し ょ う 。

すぐ に周囲の人、 信頼でき る 教職員や学生相談室に話し て助けても ら いま し ょ う 。「 意見箱」 に

投書でき ま す。「 意見箱」 は、 Ｇ 館ロ ビーに設置さ れていま す。

③記録や証言があれば取っておき ま し ょ う 。

証言を し てく れそう な人がいる 場合は、 証言を 頼んでおき ま し ょ う 。「 いつ、 ど こ で、 だれか

ら 、 どのよ う なこ と をさ れたか」 などを記録し ておき ま し ょ う 。 手紙やメ ールなどがあれば保存し

ま し ょ う 。

※意見の尊重と プラ イ バシーの保護

ハラ ス メ ント の相談では、 被害者の保護が第一に重んじ ら れま す。 話を 聞いても ら う だけでよ

い、 と いう 場合でも 相談や問題解決に関わった教職員には守秘義務があり 、 プラ イ バシーは保護さ

れま すので、 安心し て相談し てく ださ い。

相談窓口

富山短期大学 学生支援課（TEL 076－ 436－ 5457）

学級担任、 学科長、 学生相談室Ｇ － 103室（木曜日午後） 及び健康支援センター、 学生支援課

飲酒に つ い て

20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。周囲に勧められたとしても、20歳になるまではきっぱりと断

りましょう。急性アルコール中毒を引き起こす無茶な飲酒は、危険な行為なので絶対にやめましょう。また、

飲酒をすすめたり、強要することもやめましょう。飲酒は同席した人には制止する義務があり放置できませ

ん。

20歳未満の喫煙は法律で禁止さ れていま す。 喫煙は絶対に止めましょう。また、自分だけではなく 、 

副流煙によ って周囲の人たちに健康被害を与える 受動喫煙の問題も あり ま す。 喫煙は所定の喫煙所

のみ可能です。

喫煙について

SNS（Twitter、Facebook、LINE等）への登校について

ソ ーシャ ルメ ディ アは、 多く の情報を得ら れる 等有益なも のも あり ま すが、 安易な発信や投稿し

た内容が意図し ない形で拡散さ れ、 本人だけでなく 家族、 学校、 社会全体に多大な影響を与える こ

と があり ま す。 一人ひと り が自覚を持ち、 正し く 利用をし ま し ょ う 。
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薬物乱用の 防止に つ い て

大麻を含めた麻薬や覚せい剤などの薬物の使用は、 法律で厳し く 禁止さ れており 、 重い罰を受け 

ま す。 薬物を乱用する と 中毒になり 、 脳をおかさ れて、 心や身体に危害を及ぼし 、 一度し かない人

生が取り 返し のつかないも のと なり ま す。

ま た、 こ れま で築き 上げてき た友人や家族と の関係をも 崩壊さ せ、 みなさ んの貴重な学生生活が

台なし になり ま す。

本学の学生のみなさ んは、 薬物の恐ろし さ をし っかり と 認識し 、 誘惑には気をつける と と も に、

誘われても 断る 勇気を持ってく ださ い。

商業勧誘・ 政治活動・ 宗教活動

学生は、 学内において、 商業勧誘、 政治活動、 特定の宗教活動を行ってはいけま せん。

も し 、 みなさ んが他の学生から 以下に例示する よ う な行為を受けた時には、 すみやかに担任に報

告し てく ださ い。

例： 商業行為、 契約の勧誘・ 強要、 集会への参加勧誘、 入信の勧誘など。

悪質な詐欺に注意

振り 込め詐欺（ 「架空請求詐欺」、「不当請求」、「母さ ん助けて詐欺」 等） によ る 不審な電話や文

書には、 担任ま たは学生支援課へ届け出てく ださ い。 ま た日頃から 家族と 話し 合いを持ち、 被害に

遭わないよ う 厳重に注意し てく ださ い。

学生意見箱

富山短期大学の学生が学生生活を送るうえで生じた富山短期大学への意見・要望をくみ取るため「学生

意見箱」をG館ロビーに設置しています。

学生によ る 投書は、 以下に定める 方法によ り 行う も のと し ていま す。 

１ ． 指定用紙に氏名、 学籍番号を明記し 、 意見箱によ り 投書する こ と 。 

２ ． 指定用紙は学内ウ ェ ブサイ ト （ http://localw w w .toyam a-c.ac.jp/） から も ダウ ンロ ード でき

る 。

学生ホール（食堂・売店）

学生ホールはみなさ んのための憩いの空間です。

１ ． 食堂 

メ ニュ ーはバラ エティ ーに富み、 学生が利用し やすい価格と
売 店

なっていま す。

２ ． 売店

ホール奥に「生活採家　富山国際学園店」があります。文具、雑貨、

日用品、本学指定履歴書を販売しています。

食 堂
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３ ． 営業時間

食堂 月～金 11時00分～13時30分

売店 月～金 ８ 時30分～17時30分

※時期によ っては短縮営業と なる こ と があり ま す。

ロ ッ カ ー・ 更衣室

１ ． ロ ッ カ ー  

本学では全学生に個人用のロ ッ カーを貸与し ていま す。

新入生は入学式終了後担任から 、 ロ ッ カー番号の名札が付いている 鍵を渡し ま すので、 卒業時ま

で責任をも って管理し てく ださ い。 なお、 故障や鍵の紛失等は速やかに学生支援課ま で届け出てく 

ださい。

２ ． 更衣室・ シ ャ ワ ー 室に つ い て

Ｇ 館１ 階に完備し ており ９ 時～20時ま で使用可能です。 なお、 使用の際は下記の注意事項を徹底

し てく ださ い。

・ 貴重品の持ち込みや飲食行為はし ないこ と 。

・ 節水・ 節電に努め、 使用後は室内を清潔に保つよ う 心掛ける こ と 。

・ タ オルや石鹸・ シャ ンプー等シャ ワ ー室で必要なも のは利用者自身で用意し 、 シャ ワ ー室に放置

し ないこ と 。

・ 運動場等屋外の活動後、 泥だら けのま ま 使用し ないこ と 。

・ 毛染めや脱色はし ないこ と 。

・ 使用後は必ずゴミ 等は持ち帰る こ と 。

学内施設・ 設備の 使用

課外自主活動で下記施設・ 設備を使用する 場合は、「施設設備使用許可願」 を学生支援課へ提出
し て許可を受けてく ださ い。

・ 教室・ 体育館・ グラ ウ ンド ・ テニス コ ート ・ 合宿研修室（茶室）

図 書 館

開 館 時 間 8 :3 0 ～1 9 :0 0 た だ し 、9 月と 3 月の 授業の ない 日は1 7 :0 0 ま で 。

休 館 日
土曜日、 日曜日、 祝祭日、 開学記念日（ 1 0 /1 ）、1 2 ／2 8 ～翌年1 ／4 、 夏

季・ 冬季休業中の 開館・ 休館に つ い て は、 そ の 都度お 知ら せし ま す。

館 内 利 用 図書や雑誌・ 新聞は、 館内で 自由に 閲覧で き ま す。

館 外 利 用 図書や雑誌を 図書館外で 閲覧し た い と き は、 貸出手続き を し て く だ さ い 。

貸 出 手 続 借り た い 図書に 学生証を 添え て 、 カ ウ ン タ ー に 提出し て く だ さ い 。

貸出冊数、 期間 5 冊、2 週間借り ら れま す。

閲覧室
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健康管理

Ｇ 館ホール棟グラ ウ ンド 側出入口そばに保健室があり 、 看護師が在室し ていま す。 健康支援セン

ターでは、 定期健康診断に始ま る 健康管理、 健康相談や健康教育を主な業務と し て、 学生のみなさ 

んが心身とも に健康で充実し た学生生活を送る こ と ができ る よ う 支援し ていま す。

１ ． 定期健康診断

学校保健安全法に基づき 、 ４ 月に学生全員の健康診断を行いま す。 健康診断の内容は、 胸部レ ン

ト ゲン撮影・ 身体測定・ 内科検診・ 検尿と 血液検査（ １ 年） 血圧測定（ ２ 年） です。 身体の異常を

早期発見し 、 早期治療につなげる 目的があり ま す。 ま た、 自分の健康に関する データ の把握を習慣

づけ、 健康を心がけた生活を送る こ と は学生の間だけでなく 生涯にわたり 大切なこ と です。 異常、

病気が発見さ れた場合、 学校医の診察後、 指導を受ける か専門医を受診し ま す。

２ ． 健康相談、 カ ウ ン セ リ ン グ

⑴ 学校医によ る 健康相談

学校医によ る 相談日を設けていま す。 心身の不調をはじ め健康上気になる こ と があれば、 気軽に 

相談し てく ださ い。 学校医に相談し たいこ と があれば、 健康支援センターにお知ら せく ださ い。  

相談日については掲示板でお知ら せし ま す。

⑵ 日常の一般健康相談

身体の異常に気づいたり 、 精神的に不安になったり 、 落ち込んだり し た場合は、 いつでも 健康支

援センターに来室し てく ださ い。 一緒に考え、 解決の糸口を見つける お手伝いをし ま す。

⑶ ス ク ールカウ ンセラ ーによ る カウ ンセリ ング、 学生相談

身体の健康と 同様に心の健康は大切です。 みなさ んが相談し たい時に相談ができ る よ う 学生相談

室があり ま す。 ス ク ールカウ ンセラ ーが定期的に来校し ており 、 ゆっく り と 話を聴いても ら う こ と

ができ ま す。 新し い環境への戸惑い、 学業が難し く 感じ る 、 家庭での悩み、 友人関係の悩みなど、

ちょ っと し た悩みでも 話すと 楽になる こ と があり ま す。 自分の心の状態を客観的に考える 機会と し

て利用し てく ださ い。 相談し た内容については、 カウ ンセラ ーが守秘いたし ま す。 相談の予約は、

健康支援センターへ来室ま たはメ ールで申し 込んでく ださ い。 相談日は掲示板でお知ら せし ま す。

（ メ ールアド レス soudan@toyam a-c.ac.jp）

３ ． 応急処置等

学内での急病やケガに対し て、 常時応急処置を行っていま す。 必要に応じ て関係医療機関と 連絡

を と り 、 適切な治療が受けら れる よ う 対処し ていま す。 ま た、 体調のすぐ れない時はベッ ド やソ

ファ ーで休養ができ ま す。 気軽に来室し てく ださ い。

４ ． 健康診断証明書の 発行

学外実習・ 就職活動・ アルバイ ト ・ 奨学金申請書等で健康診断証明書が必要な場合は、 定期健康

診断の結果に基づいて健康支援センターが発行し ま す。 ４ 月に行われる 定期健康診断を全項目受け

ていないと発行でき ま せんので、 注意し てく ださ い。
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５ ． A E D（自動体外式除細動器） に つ い て

以下の７か所に設置をし ていま す。

・ Ａ 館１階産業医室の斜め前の壁面 ・ Ａ 館３階経営情報学科事務室そば

・ Ｄ 館２階健康福祉学科事務室前        ・ Ｅ 館２階幼児教育学科扉横の壁面

・ Ｅ 館７階幼児教育学科扉横の壁面      ・ Ｆ 館２階食物栄養学科ラ ウ ンジ

・ Ｇ 館１階入口学生ホール側柱壁面

大きなケガや急病は突然起こります。救急手当（救急蘇生法）が必要な事態に遭ったときには、一刻も

早い手当てが必要です。健康支援センター、教職員にすぐ 連絡してください。

6 ． そ の 他

親元を離れて就学している 学生は、「被保険者証」など自分用の保険証の交付を受け、所持し て

おいてくださ い。

学生教育研究災害傷害保険（学研災）及び通学中等特約、 感染特約に つ い て

こ の保険は、大学で学ぶ学生の正課及び課外活動中等における 災害や事故、 ケガを補償する 保険

です。本学の学生は、通学中等特約も含めて下記の表のとおり、全学生が入学時よ り加入しています。 

通学途中の事故やケガについても適用さ れま す。

ま た、 病院や介護施設で実習をする 学科は、実習中に感染症の病原体に接触し た際の接触感染予

防保険金支払特約にも 加入していま す。

授業中、実習中、通学中などでケガがあっ た場合、通院日数によ り 保険の対象となります。    

ケガ、 事故等が発生し た場合は、 すみやかに健康支援センターに連絡し てく ださ い。

詳細は入学時に配布さ れる 「 学生教育研究災害傷害保険加入者のし おり 」 を参照し てく ださ い。

学 科 ・ 専 攻 科 保険期間
保 険 料

学 研 災 通学中等特約 感 染 特 約 合 計

食 物 栄 養 学 科

2 年間 1 , 0 0 0 円 4 0 0 円

4 0 円 1 , 4 4 0 円

幼 児 教 育 学 科 1 , 4 0 0 円

経 営 情 報 学 科 1 , 4 0 0 円

健 康 福 祉 学 科 4 0 円 1 , 4 4 0 円

専攻科食物栄養専攻 4 0 円 1 , 4 4 0 円

（ 入学時に一括納入）

学研災付帯賠償責任保険（学研賠）

こ の保険は、 学校管理下の学生の賠償事故について、 一部の活動を除き 、 広く 学生の賠償事故を

補償する 制度です。

本学では、 下記の学科の全学生が加入する こ と になっていま す。

学 科 ・ 専 攻 科 年 間 保 険 料 補償の 対象活動

食 物 栄 養 学 科

幼 児 教 育 学 科

経 営 情 報 学 科

健 康 福 祉 学 科

専 攻 科 食 物 栄 養 専 攻

3 4 0 円

（ 学校が負担）

①イ ン タ ー ン シ ッ プ

②介護体験活動

③教育実習、 保育実習

④ボラ ン テ ィ ア 活動

⑤そ の 他学校管理下の 活動

・ 正課、 実験・ 実習中

・ 学校行事中
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学研災付帯賠償責任保険（学研賠）

こ の保険は、 学校管理下の学生の賠償事故について、 一部の活動を除き 、 広く 学生の賠償事故を

補償する 制度です。

本学では、 下記の学科の全学生が加入する こ と になっていま す。

学 科 ・ 専 攻 科 年 間 保 険 料 補償の 対象活動

食 物 栄 養 学 科

幼 児 教 育 学 科

経 営 情 報 学 科

健 康 福 祉 学 科

専 攻 科 食 物 栄 養 専 攻

3 4 0 円

（ 学校が負担）

①イ ン タ ー ン シ ッ プ

②介護体験活動

③教育実習、 保育実習

④ボラ ン テ ィ ア 活動

⑤そ の 他学校管理下の 活動

・ 正課、 実験・ 実習中

・ 学校行事中




